
広島県がん対策推進協議会について 

 

○ 設置目的等 

予防，検診，医療，緩和ケア，情報提供・相談支援及びがん登録の６本柱により，が

ん対策を総合的に推進し，県民の健康保持・増進及び医療水準の向上に資するため，平

成１８年度から設置 

 

○ 検討事項 

 （１）がん対策の推進に関すること。 

 （２）「広島県がん対策推進計画」に関すること。 

 （３）その他がん対策に必要な事項に関すること。 

 

★ がん対策推進に必要な事項の協議・提案 

 

★ 計画の進捗管理 

・ 施策等がＰＤＣＡサイクル〔計画（Plan）－ 実施（Do）－ 評価（Check）－改善（Action）〕
によりきちんと回っているかどうか，特に「評価（Check）」については，県民や専門
家等の立場から検証する。 

・ なお，第２次計画の後半には，協議会による検証結果を踏まえ，第３次計画の策定
に向けた検討に着手  

[協議会による進捗管理] 

 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

第
２
次
計
画 

      

第
３
次
計
画 

      

※ 協議会は毎年度２回程度開催 

県 ： ＰＤＣＡサイクル（計画・実施・評価・点検）による施策の推進 

協議会 ： ＰＤＣＡサイクルの検証（毎年度） 

 

次期計画の検討 
（平成 30 年 3 月までに策定） 

施策の
推進 

参考資料 １ 

[７～８月頃] 
 

・ 前年度までの進捗状況の
チェック 

・ 下半期に実施する取組に
関する方向の提案 

・ 課題の抽出，解決策の提案 

[２～３月頃] 
 

・ 当年度の取組についての
振り返り 

・ 次年度に実施する取組の
方向確認 
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◎ がんによる死亡率の減少 
 
◎ すべてのがん患者及びその 

家族の苦痛の軽減並びに療養 

生活の質の維持向上 
 
◎ がんになっても自分らしく 

豊かに生きることのできる 

 地域社会の実現 

⑤ 情報提供・相談支援 
情報提供，相談対応，がん教育，就労支援 

③ がん医療 
医療提供体制の充実強化，医療内容等の充実 

【がん対策推進計画 目標】 

（平成 25～29年度） 

【取組むべき６つの柱】 

がん対策日本一に向けた取組 

達 成 

⑥ がん登録 
精度向上，データ活用，情報提供と理解促進 

④ 緩和ケア 
施設・在宅緩和ケアの充実，人材育成 

② がん検診 
がん検診受診率の向上，検診の精度向上 

① がん予防 
たばこ対策の強化，生活習慣の改善 

広   島   県 
広島県地域保健対策協議会 

（広島大学・広島県医師会・広島市・広島県） 

広島県緩和ケア支援センター 
 

・放射線治療に係る医療連携体制の構築 等 

放射線治療連携推進ワーキング 

がん対策専門委員会 

がん診療連携拠点病院 

高精度放射線治療センター（仮称）整備推進委員会 

高精度放射線治療センター（仮称） 

広島県がん診療連携協議会 

「がん検診へ行こうよ」推進会議 

緩和ケア病棟連絡協議会 

地域在宅緩和ケア推進協議会 

がん検診推進部会 

情報提供･相談支援部会 

がん登録推進部会 

・地域がん登録の普及・推進 

・がん登録データの活用 

・情報提供・相談体制の充実・強化 

・その他患者や家族支援の方向性 

・がん検診の受診率向上 

・検診精度向上・均てん化の推進 

広島県がん対策推進協議会 

・がん対策の推進 

・計画に基づく施策の進捗管理 

緩和ケア推進部会 

・緩和ケア推進方策 

・地域における在宅緩和ケアの推進 

・肺がんの早期発見方策の検討 等 

肺がん早期発見ワーキング 

・拠点病院機能強化 

ひろしま健康づくり県民運動推進会儀 

・４基幹病院等による整備・運営の検討（H27 開設予定） 

連携 

・官民協働による検診受診率向上への取組 

受動喫煙防止， 食育， 運動 

・がん医療体制の課題，方向性 

・拠点病院の機能強化，医療内容の充実 

・がん医療ネットワークの活用促進 等 

各がん医療連携ワーキング(必要に応じて) 

緩和ケアチーム等連絡協議会 

-２
- 

胃がん・大腸がん検診推進ワーキング 

・胃がん，大腸がんに係る県標準様式の作成  



広 島 県 が ん 対 策 推 進 協 議 会 要 領 

 

（目 的） 

第１条 がん対策を総合的に推進し，県民の健康保持・増進及び医療水準の向上に資す

るため，広島県がん対策推進協議会（以下「協議会」という。）並びに協議会の部会

としてがん登録推進部会，がん検診推進部会，情報提供・相談支援部会及び緩和ケア

推進部会の４つの部会（以下「部会」という。）を開催する。 

（役 割） 

第２条 協議会においては，次に掲げる事項について意見聴取する。 

 （１）がん対策の推進に関すること。 

 （２）「広島県がん対策推進計画」に関すること。 

 （３）その他がん対策に必要な事項に関すること。 

２ 部会においては，別表１の検討事項について意見聴取する。 

（委員等） 

第３条 協議会の委員は１５名以内とし，県民，学識経験者及び別表２の団体等に属す

る者のうちから，２年以内の期限を定めて知事が依頼する。 

２ 部会の委員は，県民，学識経験者，医療従事者並びに関係団体及び行政機関に属す

る者その他知事が適当と認める者とし，２年以内の期限を定めて知事が依頼する。 

３ 協議会に委員長１名を，部会に部会長各１名を置き，それぞれ知事が指名する。 

 （運 営） 

第４条 議事運営は，協議会においては委員長が，部会においては部会長がそれぞれ行

う。 

２ 協議会及び部会には，委員以外の者の出席を求め，意見を聞くことができる。 

（専門部会） 

第５条 協議会の部会として，別表１の部会のほか，特定の事業又は専門的な事項につ

いて，一定の期間，集中的な意見聴取を行う専門部会を開催することができる。 

２ 専門部会の名称及び運営に関して必要な事項は，開催の都度，これを定める。 

 （その他） 

第６条 この要領に定めるもののほか，協議会及び部会の運営に関して必要な事項は別

に定める。 

 

附 則 

１ この要領は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ 広島県がん対策推進協議会部会運営要領は，廃止する。 

 



 

別表１（第２条関係） 

部 会 検討事項 

がん登録推進部会 

・地域がん登録システムの運用に関する事項 

・地域がん登録データの分析及び活用に関する事項 

・その他がん登録の推進に必要な事項 

がん検診推進部会 

・がん検診に関する統計データ等の分析及びその結果

の評価 

・がん検診の精度管理に関する施策 

・がん検診の受診率の向上を図るための施策 

・その他がん検診に関する必要な事項 

情報提供・相談支援

部会 

・がん患者や家族等の療養生活等の質の維持向上を推

進するための施策 

・がん患者・家族，がん経験者に対する相談支援等を

推進するための施策 

・がんに関する情報収集・提供，県民の理解促進を図

るための施策 

・その他がん患者や家族等の支援に関する必要な事項 

緩和ケア推進部会 

・緩和ケアの地域連携推進に関する施策 

・緩和ケアの提供促進及びその質の向上に関する施策 

・その他緩和ケアの推進に必要な事項 

 

別表２（第３条関係） 

団 体 等 

 がん患者団体・がん患者支援団体 

一般社団法人広島県医師会 

 一般社団法人広島県歯科医師会 

  公益社団法人広島県薬剤師会 

 公益社団法人広島県看護協会 

 がん診療連携拠点病院 

 市町 

 県健康福祉局 

 




